
組合そくほう 
全大教ホームページ http://www.zendaikyo.or.jp/ 

信州大学教職員組合 URL http://www7a.biglobe.ne.jp/~akarenga/

信州大学教職員組合事務局 
直通電話：0263-33-0933(FAX 兼用) 
内 線 ：811-2341 
akarenga@kbf.biglobe.ne.jp 

 

通算 849号 2018年 1月 17日発行 

 

大学入試センター試験の監督者手当について 
 

1月13日, 14日は多くの教職員の方が大学入試センター試験の業務に携わったことと思い

ます。担当された方には、【手当】と【代わりの休日】が与えられます。 

組合では、この手当(特殊勤務手当)の妥当性と、代わりの休日について改善を図りたいと

考えています。 

 

【手当】 

大学入試センター試験の監督業務に対して、大学入試センターから法人に試験実施経費が

配分されています。この配分額の内訳は監督者の監督業務に対する経費の他、試験実施に必

要となる業務を担当する人の経費、警備費、消耗品費などが含まれます。監督者の監督業務

に対する経費として配分されている額は、Ⓐ監督者 1 人あたりの時給、Ⓑ受験者数から見積

もられる監督者の人数およびⒸ試験時間の積で求まる金額で、Ⓐ, Ⓑ, Ⓒのいずれも大学入試

センターの基準で決まっています。今回のセンター試験ではⒶは¥2,790、Ⓑは 266人、Ⓒは

17時間です。センター試験は各試験場の状況に則して実施されるため、たとえばⒷを 266人

以上で実施していれば、監督者に支払われる手当の時給は安くなると考えられます。組合か

ら法人に問い合わせたところ、大学入試センターから法人に配分される経費は全額センター

試験実施のために使われているということですが、実際に監督者に支払われている手当の時

給がⒶと比べて妥当かどうかは不明です。 

そこで、実際に支払われた手当の時給を把握するために、組合役員が今回のセンター試験

で監督を務めた方に、従事した時間と手当の額を伺いたいと考えています。ご理解とご協力

をよろしくお願いします。 

 

【代わりの休日】 

労働基準法により、大学の教職員は 1週間のうち 1日は必ず休日(法定休日)が与えられま

す。(変形労働時間制の方は除きます) 信州大学では土曜日と日曜日を休日としていますが、

どちらが法定休日か指定されていないため、法人の都合でどちらにもできます。そのため、

センター試験の業務に 1 日だけ従事した人は法定休日に働いていないことになり、代わりの

休日は発生せず、2日とも従事した人は代わりの休日を取得するように催促されます。 

1 月 13 日だけ従事した人については、今年は 1 月 8 日が祝日だったため、1 週間(1 月 7

日~1月13日)の労働時間が40時間以内に納まり(裁量労働制については今は考えません)超過

勤務にもなりませんが、1月 13日の労働時間が 8時間を超えた場合および、1月 14日だけ

働いた人で 1週間(1月 14日~1月 20日)の労働時間が 40時間を超えるまたは 1月 14日の労
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働時間が 8 時間を超える場合には、超過勤務をしたことになります。センター試験業務に 1

日だけ従事した場合は代わりの休日はありませんが、超過勤務手当が付く場合があります。 

センター試験業務に 2日とも従事した人の法定休日に対する代わりの休日には【代休】と

【振替休日】の 2つの取得方法があります。【代休】は前もって法定休日を変更しなかった (代

休は必ずしも取得しなくてもよい) 場合の代わりの休日、【振替休日】は前もって法定休日を

変更 (法定休日である 1月 14日の代わりなので 1月 15日~1月 19日の間に取得するか、そ

れ以外で取得するかで違いが出ます) した場合の代わりの休日です。代わりの休日の取得方

法による違いは 

 

1. 代休も振替休日も取得しなかった。 

1月 14日の賃金は通常賃金の 135%になる。 

2. 代休を取得した。 

1月 14日の賃金は通常賃金の 135%になるが、代休した日は無給になる。 

3. 振替休日を 1月 15日~1月 19日に取得した。 

1月 14日の賃金は通常賃金の 100%になる。(増えも減りもしない) 

4. 振替休日を 1月 15日~1月 19日以外で取得した。 

1月 14日の賃金は通常賃金の 135%になるが、振替休日は無給になる。 

 

です。振替休日を取得しなかった場合、1月 14日は何時間働いても超過勤務扱いになりませ

んが、3 の場合は働いた時間によって超過勤務扱いになります。経営する立場に立てば 3 が

最善の選択になるため、振替休日を取得するように催促されます。 

振替休日に満足している人がいないわけではないと思いますが、教員は催促されるため振

替休日を設定している人が多数いると思います。また教員の多くは振替えた日に休むことは

なく勤務しているのが実情と思います。センター試験の次の日や個別試験が土日だった場合

の次の日は事務職員が少ないことが目につきますが、事務職員の方は周りの目があるため、

休まざるを得ない人もいると思います。 

組合では、センター試験の業務に伴う代わりの休日に関する実態を把握し、教職員の希望

が反映される形にしていきたいと考えています。ついては下記アドレスにて、代わりの休日

の取得状況および取得方法の希望について御回答いただきたくよろしくお願いします。 

 

 

https://goo.gl/forms/ANIRiTzPV56uRPAh1 
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